
救急対応時・１１９番対応時マニュアル  

 

多機能型事業所キラキラ  

 

１ 本マニュアルの目的  

救急対応や 119 番通報が必要な場合において、その手順や必要な知識を職員間で共有し、もって円滑な対応に

より利用者や職員の生命や身体の安全を確保することを目的としています。  

  

２ 救急対応時の手順  

 （１）救急対応が必要な場合とは  

   サービス提供時に発生した、利用者の病状の急変、生命の危険等のことをいいます。  

  

 （２）救急対応のための事前準備  

   ①事前の情報収集・整理  

   いざというときのために、利用者の疾患情報について収集・整理しておきましょう。  

   収集方法：医師の診断書、利用者本人及び保護者からの聞取り  

   収集すべき情報の種類：過去の疾患情報、現在治療中の疾患情報  

  

 ②利用者に関する状態把握  

    モニタリングや日々の出欠連絡の機会を活用して、利用者及び保護者とコミュニケーションをとり、状態

把握に努めましょう。  

    利用者及び保護者との信頼関係を強化し、いつでも利用者及び保護者が情報を発信しやすい環境を整える

ことで、利用者の状態把握をしやすくなります。 来所時の利用者の顔色や熱感等の状態観察も重要です。  

     

 （３）救急対応時の手順  

   別紙のフローチャートに従い、対応してください。  

 

（４）基礎的な応急手当  

①止血及びやけど、骨折  

下記には、簡単な応急手当の方法を例示しています。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②心肺蘇生及び AED 使用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ １１９番対応時の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 緊急連絡先 

救急車 １１９ 番 

平塚市民病院救急窓口 ０４６３―３２―００１５ 

 

令和 6 年 4 月 1 日 施行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈別紙〉 

 


